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医療費が高額になったとき

特定疾病療養受療証の申請について
入院したときの食費
療養費の支給

限度額適用認定証の申請について 11
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12

　国保は平成30年度から都道府県と市区町村が共同
保険者となって運営を行っています。
　大阪府は財政運営の責任主体となり、安定的な財政
運営や事業の効率化・標準化・広域化などを推進する役
割を担います。
　枚方市は地域住民との身近な関係のもと、保険料の
決定・徴収、保険証の交付、保険給付、保健事業等、地
域のきめ細かい事業を担います。
　また、都道府県単位で国保被保険者の資格管理をす
ることになり、枚方市から府内の他の市町村へ転居した
場合でも資格は継続します（保険証は市町村ごとに交
付します）。
※高額療養費の多数回該当については、P.10をご参照
ください。

国保の運営者について

国などからの補助

大阪府
・
枚方市
（保険者）
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保険証の更新は11月1日、
高齢受給者証の更新は8月1日です。

　保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国
保に加入している証明書であり、医療機関等にかかるときには
提示が必要となります（電子的確認を受ける場合を除く）（※）。
（※）保険証利用の登録をしたマイナンバーカードによるオン

ライン資格確認は、医療機関等におけるシステムが整い
しだい利用可能となります。

※75歳以上の人は後期高齢者医療制度（Ｐ.14参照）
に加入することになります。

●資格がなくなったら
　はさみで裁断するか
　返しましょう。
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又は雇用保険受給資格通知

（詳しくは国民健康保険課まで）

後期高齢者医療制度への移行に伴う国保保険料の軽減について

（詳しくは国民健康保険課まで）

（詳しくは国民健康保険課まで）

長寿・介護保険課より通知

　医療分と後期高齢者支援金分に加えて介護分保険料を国保の
保険料として納めます。



ペイジー口座振替受付サービスをご利用ください

保険料の納付は口座振替で

金融機関のキャッシュカード（取扱いしていない金融機
関もあります）を専用機器に通し、暗証番号を入力するだ
けで口座振替の手続きが完了します。受付は各支所また
は国民健康保険課の窓口へ

※督促状は、分割で納付中でも法令に基づき送付されます。

災害などで

できる

医療機関等の窓口での

次

● スマートフォン等により納付される場合
①　震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住
宅（家屋）に著しい損害を受けたとき。

②　事業の休廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等
により世帯の所得が著しく減少したとき。

③　世帯に、未就学児を除く18歳以下（年度末（3月31日）
時点）の所得のない被保険者がいるとき。（令和5年度ま
で）

※　所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免でき
ない場合があります。

・ モバイルレジ（銀行口座払い/クレジットカード払い）
・ 各種コード決済請求書払い（LINE Pay / PayPay / 
d払い / J-Coin / au Pay）

納付済額通知書

納付済額通知書

※ただし、令和6年度（令和6年4月1日）より、一部
の収納代理金融機関窓口での公金収納の取扱いが終了
となります。詳しくは、市ホームページ「会計課 お知
らせ」をご覧ください。



※1枚方市では中学３年生までの入・通院について子ども医療制度を実施しています。
詳しくは医療助成課へお問い合わせください。

※令和４年における旧ただし書き所得（基礎控除後の基準総所得）の合計額が
210万円以下の場合も適用します。
　また、課税所得での判定で３割となった方は収入による再判定を行い、下記
の要件に該当する世帯は負担割合を２割とします。

(70歳以上の方の負担割合については下記「70歳以上の人は」参照)

医療費が高額になったとき（高額療養費）

所得とは国保加入者の総所得金額等から基礎控除（43万円）を
差し引いた額をいいます。所得の申告がない場合は区分「ア」と
みなされます。

市民税非課税世帯

44,400円

140,100円

93,000円

44,400円

167,400円

252,600円

57,600円
24,600円

3回目まで所得区分 4回目以降
P.10 ※1

医療費が267,000円を超えた場
合はその超えた分の1%を加算

ア

イ

ウ

エ

オ

所得が
９０１万円を超える

所得が
６００万円を超え
９０１万円を超えない
所得が
２１０万円を超え
６００万円を超えない
所得が
２１０万円を超えない

医療費が842,000円を超えた場
合は、その超えた分の1%を加算

医療費が558,000円を超えた場
合は、その超えた分の1%を加算

　1か月の医療機関での支払額が下表の所得に応じた自己
負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分を高額療
養費として支給します。（国民健康保険課から通知します。）

　医療機関等の窓口で保険証を提示するか電子的確認を
受けることにより、医療にかかった費用の一部を支払うだ
けで、次のような医療を受けることができます。
●診療　●薬の処方､治療材料の支給　●手術などの治療や注射な
どの処置　●入院および看護　●訪問看護　●在宅療養

国保ではいろいろな給付が受けられます。

義務教育就学前
義務教育就学後から
70歳以上
70歳以上で現役並み所得者

２割（※１）
３割
２割
３割

課税所得145万円未満※

課税所得145万円以上(現役並み所得者)

負担割合２割

負担割合３割

負担割合２割

負担割合３割

　同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の支払いがある医
療機関が複数ある場合は合算し、自己負担限度額を超えた分
が高額療養費として支給されます。（世帯合算）

●70歳未満の人の自己負担限度額
自己負担限度額（月額）

月の1日から月末までの1か月ごとに計算

ひとつの医療機関ごとに計算

同じ医療機関でも、入院、外来、歯科は別計算

院外処方の調剤は、処方した医療機関の外来と合算

入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド料などは
対象外

　 から　 により計算した結果、21,000円以上の一部負
担金のみを対象（ただし、70歳以上の人は21,000円未
満の一部負担金も対象）とし、自己負担限度額を超えた
分が高額療養費として支給されます。

1

1

2

5

3

4

5

世帯で21,000 円以上の支払いが複数ある場合

高額療養費の計算の仕方

● 高齢受給者証が交付されます

● 一部負担金のお支払いが困難な場合

70歳の誕生日を迎える方は、誕生月下旬（各月1日が誕生
日の方は誕生月前月の下旬）に高齢受給者証を送付します。

● 高齢受給者証の負担割合について
70歳以上の国民健康保険被保険者（世帯で複数おられる

ときは課税所得の最も高い人）の、令和5年度の市民税の課
税所得で判定します。

70歳の誕生月の翌月から（月の初日が誕生日の人はその月から）自己負担の割合を
示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。70～74歳の人で医療機関等
を受診されるときは、保険証と一緒に窓口へ提示してください。

･70歳以上の国民健康保険被保険者の令和４年における収入合計が520万円
（単身世帯383万円）未満の世帯



外来（個人）

75歳になる人は、75歳に到達する月のみ、外来・入院共、上記限度
額が半額となります。

●70歳以上の人の自己負担限度額
自己負担限度額（月額）

　都道府県単位で国保被保険者としての資格を管理する(P.1参照)こと
に伴い、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己
負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県
内のほかの市町村への転居であれば、転居前の支給も通算して多数回該
当の回数に含めることとなります。

70歳未満の人と70歳以上（75歳未満）の人が同じ世帯の
場合でも合算することができます。この場合の計算方法は次
の通りです。
①まず、70歳以上（75歳未満）の人について、上記「70歳以上の場合」の自
己負担限度額を用いて払戻額を計算します。
②次に①に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満の方の一部負担額
と、70歳未満の人で21,000円以上の一部負担額を合計し、P.9「70歳未
満の場合」の自己負担限度額を用いて払戻額を計算します。
③①と②で算出した払戻額の合計を高額医療費として支給します。

80,100円

57,600円
18,000円

医療費が267,000円を超えた場合は
その超えた分の1％を加算
※１　４回目以降 44,400円

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は

その超えた分の1％を加算
※１　４回目以降 93,000円

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は

その超えた分の1％を加算
※１　４回目以降 140,100円

※１　４回目以降 44,400円

（8月から翌年7月
の年間限度額
144,000円）

※2

※3

限度額適用認定証の申請について

特定疾病療養受療証の申請について

　70歳未満の人または70歳以上でP.10の表で現役並み
Ⅱ、現役並みⅠ、低Ⅱ、低Ⅰの人が、医療機関等で高額な治療を受
けるときに、あらかじめ国保の窓口で「限度額適用認定証」、
または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、保険
証とともに医療機関等の窓口に提示すると、窓口で支払う一
部負担金が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
（保険適用外の費用は除く）

　血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働大
臣指定の特定疾病で、長期に渡り高額な医療費がかかる場
合、あらかじめ国保の窓口で「特定疾病療養受療証」を申請
し、保険証とともに医療機関等の窓口に提示すると、１医療機
関につき、入院・外来ごとに月額10,000円（人工透析を要す
る70歳未満の上位所得世帯の人は20,000円）までの自己
負担となります。

交付を希望する人の国民健康保険被保険者証
個人番号（マイナンバー）のわかるもの

外来＋入院（世帯単位）所得区分

所得区分 外来＋入院（世帯単位）

現役並みⅢ
（課税所得690万円以上）

現役並みⅠ
（課税所得145万円以上）

現役並みⅡ
（課税所得380万円以上）

ア
イ
ウ
エ
オ

212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

　国保に加入する世帯で、医療費と介護サービス費の両方に
自己負担があり、1年間（前年８月から本年7月）に支払った自
己負担額の合計が下表の自己負担限度額を超えた場合、申
請によりその超過分が支給されます。自己負担額の合計は、
医療費については国保窓口へ、介護サービス費については長
寿・介護保険課へお問い合わせください。（自己負担額の中
に、食費や居住費、その他自費のものは含まれません）

区分（P.10参照）

区分（P.9参照）

現役並みⅢ
現役並みⅡ
現役並みⅠ
一般
低Ⅱ
低Ⅰ

212万円
141万円
67万円
56万円
31万円
19万円



これは雇用主が負担すべきもの
なので、労災保険等の対象となりま
す。これらの適
用を受けられる
場合は、国民健
康保険は使用
できません。

※1 国民健康保険証・口座番号のわかるもの・世帯主の方の個人番号（マイ
ナンバー）のわかるもの・医療証（障害・ひとり親医療証などをお持ちの方）

①診療報酬明細書
②領収書

①治療用装具製作指示、装着
　証明証
②領収書・明細書
③装具の写真（靴型装具のみ）
①診療報酬明細書
②他保険へ返納した領収書
③他保険からの通知文

コルセットなどの治療用装具
を作ったとき

他保険へ保険負担分を返納し
たとき

海外渡航中に治療を受けたと
き
※療養を目的とした渡航の場
合は除きます。

①医師の診療内容明細書
②領収明細書・領収書
③①の日本語の翻訳文
④パスポート
※所定の様式が国保の窓口
にありますので、事前に取りに
来てください。

※住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、医療機関の窓口で
「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の提示が必要です。国保の窓口に申請してく
ださい。

なります。
ことと

◆入院したときの食事代（1食あたりの標準負担額）
一般（下記以外の人）

住民税非課税世帯・
低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ 100円

160円

210円

460円
過去1年間の入院が
90日以内
過去1年間の入院が
91日以上

2
※1：令和５年4月1日以降の出産の場合

被保険者が出産したときに、出産育児一時金（1人に
つき50万円※1）を国保から医療機関等へ支払います。
（事前に医療機関等との間で代理契約を結ぶ必要があります） 
（産 科 医療補償制度※２の 対 象でない場合は
488,000円※1） 
医療機関等への支払いを希望されない場合、または
出産費用が上記の額を下回った場合の差額は、世帯主へ支給されま
す。国保窓口へ申請してください。
（死産・流産も妊娠 84日（12週）以上であれば支給されますが、
22週未満の場合は488,000円※1となります。）

左
記
に
加
え
て※

１
も
必
要
と
な
り
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す



の受診です。

　高血圧症や心臓病、糖尿病といった生活習慣病が増加し、その
発症前段階のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）※が疑
われる人や予備群は40歳以上で大きな割合を占めています。
※内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖や高血圧、脂質異常がみられ、生活
　習慣病になりやすい状態をいいます。

後期高齢者医療課
電話　072-841-1334
FAX　072-846-2273

には

人間ドック受診費用助成制度を行っています

健診結果を指標にして、特定保健指導を行います

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置
された「後期高齢者医療広域連合」（全市区町村
が加入）が運営し、市区町村が窓口業務などを行います。
75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険の
種別に関わらず、後期高齢者医療制度に加入することとなり、
独自の保険証が1人に1枚交付されます。

※これまで職場の健康保険などの被扶養者だった人も対象となります。

一定の障害の程度とは？
・国民年金法等における障害年金：1・2級
・身体障害者手帳： 1 ・2 ・3級および4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳： 1 ・2級
・療育手帳： A

（注）
（注）

国保特定健診対象者で、特定健診ではなく人間ドックを
受診された人が対象です。助成金額は上限13,000円で
す。特定健診基本項目及び独自項目の健診結果・領収書等
の提出及び申請要件を満たすことが必要です。申請方法に
ついてはお問い合わせください。

健康寿命推進室
健康づくり・介護予防課 特定健診係
電話　072-841-1458
FAX　072-840-4496



※

国
保
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け
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の
が
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●先発医薬品より安価で、自己負担額の軽減につながりま
　す。
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